
A 大工工事 A 冷暖房設備工事 A 天井仕上工事 A 屋内消火栓設置工事 ※

B 型枠工事 B 冷凍冷蔵設備工事 B 壁張り工事 B スプリンクラー設置工事 ※

C 造作工事 C 給排水・給湯設備工事 C 内装間仕切り工事 C 消火設備工事 ※

D その他 D 厨房設備工事 D 床仕上工事 D 屋外消火栓設置工事 ※

E 衛生設備工事 E たたみ工事 E 動力消防ポンプ設置工事 ※

A 左官工事 F 浄化槽工事 ※ F ふすま工事 F 火災報知設備工事 ※

B モルタル工事 G 水洗便所設備工事 G 家具工事 G 漏電火災警報器設置工事 ※

C モルタル防水工事 H ダクト工事 H カーテン・ブラインド工事 H 非常警報設備工事 ※

D 吹付け工事 I その他 I その他 I
避難・救助・排煙設備設
置工事 ※

E とぎ出し工事 J その他

F 洗い出し工事 A
コンクリートブロック積
み(張り)工事

A 給排気機器設置工事

G その他 B レンガ積み（張り）工事 B その他

C タイル張り工事

A とび工事 D その他 A 有線電気通信設備工事 ※

B 足場等仮設工事 B 無線電気通信設備工事

C 鉄骨組立て工事 A 鉄筋加工組立て工事 C 放送機械設置工事

D コンクリート修繕工事 B その他 D データ通信設備工事 ※

E 道路付属物設置工事 E その他

F
ネットフェンス・門扉・
公園遊具等工事

A 板金加工取付け工事

G その他 B 建築板金工事 A 植栽工事

C その他 B 景石工事

A 石積み（張り）工事 C 公園設備工事

B
コンクリートブロック
（張り）工事

A ガラス加工取付け工事 D 広場工事

C その他 B その他 E 水景工事

F その他

A 屋根ふき工事 A 塗装工事

B その他 B 路面表示工事 A 金属製建具取付け工事

C その他 B サッシ取付け工事

A 発電設備工事 ※ C
金属製カーテンウォール
取付け工事

B 引込線工事 ※ A アスファルト防水工事 D シャッター取付け工事

C 構内電機設備工事 ※ B モルタル防水工事 E 自動ドアー取付け工事

D 照明設備工事 ※ C シーリング工事 F 木製建具取付け工事

E ネオン装置工事 ※ D シート防水工事 G ふすま工事

F その他 ※ E その他 H その他
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4 石

5 屋根

6 電気 ※
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20 その他
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15 機械器具設置

16 電気通信

17 造園

18 建具

8 タイル・レンガ・ブロック

9 鉄筋

10 板金

11 ガラス
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13 防水

12 塗装

※　これらの小分類工
事を希望する場合は、
その工事を行う上で必
要となる資格等の写し
を添付してください。
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A その他

◇川口市小規模事業者登録制度　業種表◇

小
分
類

1 大工 7 管 14 内装仕上 19 消防施設

小
分
類

2 左官

3 とび・土工・コンクリート


